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■問 □本 市民課すみれケ丘聖苑（☎382－2554）

■問 県立高崎産業技術専門校（☎320－2221）

　エアスプレー塗装の段取りから
機器の取扱いや調整などの基本操
作、また調色（色合わせ）の基礎を
習得する講習です。
■日 5月27日（火）～30日（金）の4日間
■時 午後5時～8時15分

■対 エアスプレー塗装の基礎を習得
したい人
■￥ 9,600円
■持 筆記用具、作業服、作業帽、保
護具など
■定 先着10人

■締 5月7日（水）
■申 当校■HP から所定の受講申込様式
を取得し、メールなどでお申込み
ください。詳しくは、■HP で確認す
るか、お問い合わせください。

高崎産業技術専門校
「エアスプレー塗装と調色の基礎」参加者募集「安中市営すみれケ丘霊園」区画墓地の募集要件が変わります

　3級ガソリンエンジン自動車整
備士登録試験に向けた受験対策講
習です。
■日 6月2日（月）、5日（木）、9日（月）、
12日（木）の4日間
■時 午後5時～8時15分
■対 3級ガソリンエンジン自動車整

備士の合格を目指す人
■￥ 9,600円
■持 筆記用具、テキスト
■定 先着20人
■締 5月12日（月）
■申 当校■HP から所定の受講申込様式
を取得し、メールなどでお申込み

ください。詳しくは、■HP で確認す
るか、お問い合わせください。

高崎産業技術専門校
「3級ガソリンエンジン整備士（学科）受験講習」参加者募集

■HP はこちら

　市営すみれケ丘霊園は、区画墓地の第2期募集として随時申請を受け付けていますが、5月31日でいったん
受付を終了し、6月から要件を変更したうえで、あらためて募集します。

6月からの市営墓地の募集についてお知らせします
　募集の変更は区画墓地のみです。これまで、使用対象者は焼骨を有していることが条件でしたが、市民でか
つ祭祀の主宰者（予定も含む）であれば、焼骨の有無に限らず申請できます。募集内容は次のとおりです。

■募集施設
区画墓地（指定された区画に墓石などを建立し、焼骨を納める一般的な墓地）

※区画墓地は年間管理料を毎年納付していただきます
※使用者、場所の選定は抽選となるため、先着順ではありません。期間内に余裕をもって申請してください
※使用区画の指定および決められた区画の変更はできません

■必要書類
・安中市営すみれケ丘霊園　申請チェックリスト
・区画墓地使用許可申請書（様式第1号）
・申請者の住民票の写し（本籍記載のもの）

■募集案内の配布
・配布時期　5月19日（月）から
・配布場所　すみれケ丘聖苑、□本 市民課市民生活係、□松 住民福祉課市民係、□ク 環境政策課、光陽館、
　　　　　　ゆうあい館、各地区公民館・生涯学習センター、市■HP 

■注意事項
※霊園の申請ができるのは原則、祭祀の主宰者に限ります
※祭祀の主宰者とは、焼骨の葬儀の喪主、法事の施主を務めた人、祖先の祭祀を引き継ぐ人など、焼骨を守る
立場にある人です
※「住民票の写し」は、発行日から6か月以内の原本提出が必要です。ご注意ください

■抽選会について
抽選会は、公平性の確保のため公開とします。
■日 8月2日（土）　　■時 午前10時～　　■場 □本 305会議室
※納骨堂と合葬墓は、第2期募集と同様に随時募集します。募集要件、条件に変更はありません

■申請期間および方法

期間　6月2日（月）～7月14日（月）

方法　必要書類を次の申請窓口に
提出してください

■申請窓口
　すみれケ丘聖苑事務所・□本 市民
課市民生活係・□松 住民福祉課市民
係
※□本 と□松 は土日祝日閉庁、すみれ
ケ丘聖苑は「友引」が休業日です

■申請対象者
　市民であり、かつ使用許可日か
ら3年以内に墓石などを建てられ
ること

種　別

第1種区画（5㎡）

第2種区画（3㎡）

募集区画数

30区画

150区画

永代使用料

300,000円

200,000円

年間管理料

3,850円

2,310円
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　SNSの動画を見て健康食品を注文したら、定期購
入だった。解約しようと電話をしたところ2回目の
商品が届いてからでないと解約できないと言われ
た。2回目の商品が
届いたので電話をす
るとSNSやメールで
問い合わせるように
というガイダンスが
流れるのみだった。
SNSで解約の申し出
をしたが、何度も同
じことの繰り返しに
なって解約できない。

☆定期購入の場合、解約方法が電話だけの場合や
アプリでの手続きなどを指定される場合があり
ます。購入する際は、解約条件や方法、事業者
の連絡先、定期購入かどうかなどをよく確認し
ましょう。ネット通販にはクーリング・オフ制
度はありません。
☆スマホなどの操作に自信がない人は、事業者が
指定する解約方法を自力ですることができるか
も事前によく確かめましょう。
☆電話がつながりにくかったり、返信がなかなか
来ない場合もあります。解約の期日までに事業
者に連絡がつかない不安がある場合は、電話や
メールの発信履歴など連絡した証拠を残し、事
業者が指定する手段で解約を申し出ようとした
ことを、証明できるようにしておきましょう。

（国民生活センター「見守り新鮮情報」第504号から作成）

■問 市消費生活センター（☎382－2228）わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、
早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時▶月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分

インターネットの広告で、「初回特別価格」などお得感のある表示に誘われて、1回限りのつもりで申し込
んだら、定期購入になっていたというトラブルが増えています。注文する前に、最終確認画面で解約条件
などをよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。

購入確定の前に解約方法もよく確認消費生活センター
からのお知らせ

- 事例 - - ひとこと助言 -

本文イラスト：黒崎　玄


